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当初、８月２７日から９月１２日まで滋賀県が緊急事態宣言の対象地域となっておりまし

たが、その後の新型コロナウイルス感染症に係る動向を鑑み、９月３０日まで期間が延長と

なりました。これにより当センターの臨時休館の期間を今月末まで延長することになりまし

た。センター利用の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、『自分の命を守る 大切な

人の命を守る 社会（地域）の暮らしを守る』ため、ご理解のほど宜しくお願い致します。 

なお、皆様におかれましては、「休館中」における感染症拡大対策として、お一人おひと

りの「マスク着用」「手洗い・うがい」等の実施がとても重要です。これらの対策を徹底し

ていただきますようお願いいたします。 

 

 

～ 「緊急事態宣言」延長により今月３０日まで ～ 

 

緊急事態宣言が解除されるころには、当センターの土手一面が白く彩って 

いることでしょう。まさに一見の価値ありですよ！！ 

 彦根市北老人福祉センターの土手に 

 白い彼岸花が開花を始めました！ 

今年の５月下旬に、滋賀県レイカディア大学（第４２期生）園芸学科で学ぶ『彦根藩七人衆』

の方々が苦労して移植してくださった〝珍しい白い彼岸花″がようやく咲き始めました。 

ただいまセンターは臨時休館中ですが、散歩がてら土手を覗いてみては如何ですか？ 

※（当センターでの移植作業風景は、きたろー通信（R.3.6.15 臨時号）に掲載しています） 



～ S T O P ! 振 り 込 め 詐 欺 ～ 

還付金等の詐欺の手口 

 社会保険事務所や市区町村などの職員と名乗る者から電話があります。 

 「還付金がありますので、今日中に ATMへ・・・。」 

 電話の指示どおりに操作をしてしまうと、犯人の口座に振り込んでしまいます。

えっ！詐欺？ 気づいたときにはすでに遅し！ 

☆ATMで還付金は受け取れません！ 

 ※被害防止のため、「ATM利用限度額」の引き下げをご検討！ 

※被害防止のため、ATMコーナーでの携帯電話の通話はご注意！ 

※不審な電話があればすぐに「警察」や「家族」に連絡を！ 

★被害防止には、固定電話を留守番電話設定にすることが効果的です！。★ 

（滋賀県警 HPから抜粋） 

 

 

 

高齢者交通安全～いつまでもお元気で～ 

秋の全国交通安全運動（９月２１日～９月３０日） 

シニアのみなさん「還付金詐欺」にご注意を！！ 

「わたしは大丈夫！・・・」その自信が一番あぶない！！ 

歩行者事故を防ぐには・・・ 

斜め横断は危険！！ 

 道路を斜めに横断すると車道にいる時間が

長くなり事故にあう確率が高くなります。 

 少し遠くても横断歩道を渡りましょう！ 

横断中は特に左から来る車に注意！ 

遠くに見えている車であっても想像以上に早

く走ってきます。左から来る車を確認したら

渡るのを止めましょう。 

交差点では止まる！ 

 交差点に一時停止の標識がない場合でも、

必ず停止して、安全確認をしましょう。 

 「止まる」・「見る」・「待つ」 

通り慣れた道こそ油断せずに！ 

 いつも通る道路であっても安全確認を怠ら

ないで！通り慣れた道路にこそ危険が必ず潜

んでいます。 

自転車事故を防ぐためには・・・ 

自動車事故を防ぐには・・・ 

かもしれない運転の実践 

 交差点では、「相手は道を譲ってくれないか

もしれない」「歩行者が飛び出してくるかもし

れない」等、行動を予測した「かもしれない運

転」を実践しましょう。 

自分の身は自分で守るために・・・ 

反射材を活用ししっかり目立ちましょう！！ 

 服や自転車に反射材をつけることで、相手に

自分の存在を認識してもらうことができます。 

 結果、事故にあう確率が低くなります。 

また、明るい色の服を着るのも効果的です。 
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